
 

6  

昭
和
五
十
三
年
十
月
十
一
日
提
出 

質

問

第

六

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

問
主
意
書 

新
東
京
国
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空
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業
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帯
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疑
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に
関
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る
質 
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一 

 



 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
空
港
公
団
」
と
い
う
。
）
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
計
画
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日

現
在
、
関
係
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
に
至
つ
て
い
な
い
地
区
が
あ
る
こ
と
は
、
千
葉
市
長
も
認
め
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
、
千
葉
市
真
砂
地
区
に
お
い
て
は
、
当
初
は
そ
れ
程
に
反
対
で
も
な
か
つ
た
地
域
住
民 

 

が
、
現
在
で
は
こ
ぞ
つ
て
空
港
公
団
及
び
千
葉
市
に
対
し
て
不
信
の
念
を
抱
い
て
い
る
と
聞
く
。
そ
う
な
つ
た
原

因
の
究
明
は
別
に
行
う
と
し
て
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
「
石
パ
法
」
と
い
う
。
）
附
帯
決
議
に
明
示
さ

れ
た
、
関
係
地
域
住
民
の
意
思
尊
重
の
精
神
が
空
港
公
団
に
よ
つ
て
じ
ゆ
う
り
ん
さ
れ
つ
つ
あ
る
疑
い
が
な
し
と

し
な
い
の
で
質
問
す
る
。 

 
空
港
公
団
千
葉
事
務
所
長
は
、
千
葉
市
真
砂
地
区
住
民
に
対
し
て
「
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て
申
合
せ
事
項
」
と 

問
主
意
書 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
に
よ
る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
附
帯
決
議
無
視
の
疑
い
に
関
す
る
質 

三 

 



 

題
す
る
昭
和
五
十
三
年
十
月
三
日
付
書
面
（
以
下
「
空
港
公
団
通
告
」
と
い
う
。
）
を
送
付
し
た
。
こ
れ
に
は
、
説
明

会
開
催
に
つ
い
て
十
一
項
目
に
わ
た
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

三 

住
民
側
は
、
空
港
公
団
と
し
て
責
任
あ
る
発
言
を
行
う
者
の
出
席
を
求
め
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
二
十
二
日
に

説
明
会
を
行
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
空
港
公
団
側
の
都
合
で
流
れ
た
と
聞
く
、
真
偽
の
程
を 

一 

こ
の
空
港
公
団
通
告
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
い
か
な
る
申
合
せ
も
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

従
つ
て
申
合
せ
事
項
で
な
く
一
方
的
通
告
で
あ
る
と
住
民
側
は
主
張
し
て
い
る
が
、
真
偽
の
程
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

二 

昭
和
五
十
三
年
五
月
七
日
に
行
わ
れ
た
同
地
区
の
説
明
会
に
お
い
て
、
空
港
公
団
給
油
施
設
部
長
は
、
こ
の

地
区
で
は
ま
だ
何
回
も
説
明
会
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
空
港
公
団
は
そ
の
後

説
明
会
を
行
わ
ず
に
石
パ
法
に
基
づ
く
手
続
き
を
進
め
た
。
こ
の
事
実
は
、
地
域
住
民
が
同
給
油
施
設
部
長
に

対
す
る
不
信
感
を
抱
い
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
聞
く
。
真
偽
の
程
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

四 

空
港
公
団
通
告
に
よ
れ
ば
、
司
会
は
空
港
公
団
が
行
い
、
出
席
者
は
司
会
の
指
示
に
従
う
と
い
つ
た
条
件
の

ほ
か
、
質
問
項
目
ま
で
限
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
交
渉
で
、
空
港
公
団
は
こ
れ
ら
の
条
件
の
う
ち
期
日
以
外

の
条
件
は
一
切
譲
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

五 

石
パ
法
附
帯
決
議
は
、
関
係
地
域
住
民
の
意
思
尊
重
と
不
安
解
消
を
要
請
し
て
い
る
。
し
か
る
に
空
港
公
団

は
、
説
明
会
開
催
に
当
た
り
、
形
式
は
お
ろ
か
内
容
に
ま
で
条
件
を
つ
け
た
。
空
港
公
団
は
、
石
パ
法
附
帯
決 

3 

今
回
、
右
通
告
に
あ
る
条
件
を
つ
け
ず
に
説
明
会
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
い
か
な
る
不
都
合
が
想
定
さ

れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

本
年
三
月
以
来
、
右
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
ず
に
説
明
会
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
い
か
な
る
不
都
合
が
生

じ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

右
事
実
に
相
違
は
な
い
か
。
事
実
で
あ
れ
ば
条
件
が
必
要
な
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

明
ら
か
に
し
、
空
港
公
団
が
断
つ
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

議
を
何
と
心
得
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
空
港
公
団
が
話
合
い
に
条
件
を
つ
け
る
な
ど
、
加
害
者
と
被
害
者
の

立
場
を
と
り
違
え
た
振
舞
い
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。 

話
は
す
で
に
こ
じ
れ
つ
つ
あ
る
と
聞
く
が
、
そ
の
責
任
が
空
港
公
団
に
全
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
政

府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


